
令和６年４月１日 
 

令和６年度山形県新規就農者育成方針 

 

 新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月 29 日付け３経営第 3142 号 農林水産

事務次官依命通知）別記１の第７の１により、下記方針を定めるものとする。 

 

１ 新規就農者の確保に向けた課題、目標等 

（１）課題 

(ア) 令和２年度から令和５年度まで、４年連続で新規就農者数は年間 350 人を超

える状況にあるが、農林業センサスによれば、基幹的農業従事者が年間約 1400

人減少している状況にあり、減少分を補充できておらず、更なる新規就農者の確

保が必要。 

(イ） 農外から参入する新規就農者については、経営開始時に農地の取得や設備投

資に資金が必要であり、また、経験不足であることから、育成・定着・経営発展

のため、各段階に応じた手厚い支援が必要。 

（２）対応 

（ア） 「第４次農林水産業元気創造戦略」（令和３年３月策定）に基づき、本県農業

の活性化に向けた取組みを積極的に展開するとともに、関係機関・団体と連携し

ながら、就農の動機付けから就農定着までの各段階に応じたきめ細かな支援によ

り、新規就農者の育成・確保を加速する。 

（イ） 国庫事業である新規就農者育成総合対策を活用するとともに、国庫事業の対象

とならない就農時年齢50歳以上の新規就農者や認定新規就農者とならない者等、

多様な新規就農者については、県単独事業において支援していくとともに、農業

経営継承についても市町村等と連携し、支援する。 

 （３）目標 

   新規就農者数                          （単位：人） 

    令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

目標値 360 360 360 370 380 

実績値 353 357 358 378  

 

２ 新規就農者に対するサポート内容 

  別添１のとおり 

 

３ 本事業の交付対象者を選定するための要件及び基礎となる実施要綱別記１別表１の 

２（１）に基づく都道府県加算ポイントの設定 

  別添２のとおり 



                                        

                     

        
      

         









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
                       

 

 

 

 


